
 
 
 
 
 
 
 

 

 

火災から大切な生命を守るため 

住宅用火災警報器の 

          設置が義務づけられました。 

火災の発生をいち早く知る、人命を守るためすべての住宅に『住宅用火災警報器』 

の設置が全国一律に義務づけられました。 

 

 
○ 戸建住宅 

○ 併用住宅（住宅部分が対象となります。） 

○ 共同（アパートなど）住宅（共用部分を除き対象となります。） 

 

 

 

                           平成１８年６月１日 

 

１ 対象となる住宅 

２ 設置期日 

平成１８年６月１日から設置しなければなりません 平成１８年６月１日以後に建築する 住宅 
 

 

平成１８年６月１日にすでにある   住宅 
 

 

平成 23 年５月 31 日までに設置 設置されていなければなりません 
 しなければなりません

平成２３年６月１日 

 
 

○ 寝室に設置します。 

○ 寝室が２階以上の場合は、階段にも

設置します。 

○ 寝室が３階以上の場合は、寝室のあ

る階の階段から２階下がった階段に

も設置します。 

○ ７㎡（四畳半）以上の居室が５以上

ある階には、廊下にも設置します。 
 

警報器設置例 
３ 設置場所 警報器

 
 

４ 設置位置 



 

 

 
５ 警報器の販売店 

 

警報器の販売は、一般的に防災用品店、ホームセンター、家電販売店、ガス事業者

などで取扱っております。 

警報器の種類としては、光電式（寝室、階段）とイオン化式（廊下）の２種類があり、取

り付けは個人でも行なうことができます。 

建築設計事務所、工務店、大工、家電販売店などにご相談ください。 

 

○推奨品（ＮＳマーク） 

日本の法令に適合した、日本消防検定協会の「ＮＳマーク」の付いた商品を

選びましょう。 
 

価格は機器のタイプにもよりますが、５，０００円～１０，０００円程度です。 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

６ 悪質訪問販売にご注意！ 

 

だまされないためには…！ 

 

○ 消火器の悪質販売が多発しております。これからは、住宅用火災警報器

の悪質販売業者の戸別訪問が多く予想されますので、一人で急いで購入

しないで、家族やお隣の人に相談しましょう。 

消防署、消防団では、○ 消防署から来ましたという言葉にはご用心！

住宅用火災警報器を販売することはありません。 

○ あやしいと思ったら勇気をもってはっきり断りましょう。 

 

※なお、機器の購入、設置などについて不明な点がございましたら下記にお問い合わせ下さい。

お問い合せ先 

 

加茂市・田上町消防衛生組合  
加茂地域消防署   ＴＥＬ ５２－１７７０ 

田上出張所   ＴＥＬ ５７－５３００ 


